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 地方自治にかかわる判例動向研究50  

 

 

福岡高裁那覇支部令和３年12月15日判決 
（辺野古裁決取消請求事件）の批判的検討（中） 

 

 

小 川   正 

 

 

 
 

第１ 辺野古関連訴訟の概要 

第２ 県知事による関与取消請求訴訟と県の裁決そのものの取消請求訴訟

（抗告訴訟）                    （以上前号） 

第３ 地裁判決令和２年11月27日（埋立承認第二次取消（撤回）処分取消裁

決の取消請求事件、裁判所ウェブサイト掲載）     （以下本号） 

 １ 本件の論点 

 ２ 法律上の争訟 

 ３ 平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件） 

 ４ 原告適格（裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者） 

第４ 高裁判決令和３年12月15日（埋立承認第二次取消（撤回）処分取消裁

決の取消請求控訴事件、裁判所ウェブサイト掲載） 

 １ 法律上の争訟 

  (１) 高裁判決の内容 

  (２) 地自法改正と自治権 

 ２ 高裁判決の争点 

 ３ 本件裁決の内容と本件裁決における県の立場 

 ４ 本件における原告適格 

  (１) 法律上の争訟と原告適格（当該処分又は裁決の取消しを求めるに

つき法律上の利益を有する者） 

  (２) 原告適格に関する最高裁判決 
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  (３) （行政主体間訴訟における）第三者たる行政主体の原告適格 

    ア 最近の裁判例 

    イ 第三者にかかる「法律上保護された利益」の拡大 

    ウ 「法律上保護された利益」の拡大と第三者たる行政主体の原告

適格への影響 

  (４) （行政主体間訴訟における）裁定的関与における原処分庁が属す

る地方公共団体の原告適格            （以下次号） 

第５ 結びに代えて 

 
 

 

 

 第３ 地裁判決令和２年11月27日（埋立承認第二次取消 

  （撤回）処分取消裁決の取消請求事件、裁判所ウェブ 

  サイト掲載） 

 

１ 本件の論点 

  本件の中心的論点は、地方公共団体は、法定受託事務に係る裁決（裁定的関与(23)）

そのものに対して、行訴法の取消訴訟（抗告訴訟）を提起できるか否かというものであ

る。正確に言えば、原処分庁が属する地方公共団体は、国を相手方として、原処分を取

り消す旨の国の機関による裁定的関与の違法を争えるかというものである。 

  ちなみに、地自法第255条の２は、次のとおり規定し、法定受託事務に係る裁定的関

与を行う大臣を特定している。 

   「法定受託事務に係る次の各号に掲げる処分及びその不作為についての審査請求は、

 

(23) 裁定的関与という用語は法令にはないが、法定受託事務を含め地方公共団体が行う事務に関

して地方公共団体の機関が行う行政処分について、不服がある者（本来は私人）からの審査請

求を受けて国の機関（市町村の機関が行う行政処分については都道府県知事）が行う裁定的な

関与をいう。裁定的関与によって、国の意向を地方公共団体に押し付けることとなり自治権を

侵害するとして立法的解決が求められている。2022（令和４）年８月25日全国知事会地方分権

推進特別委員会は、内閣府特命担当大臣に対し「地方分権改革の推進について」の要請を行っ

たが、「国や都道府県が審査請求・再審査請求を受けて行う裁定的関与については、地方公共

団体が『自らの判断と責任で行政を運営する』という原則に立ち、国と都道府県、市町村それ

ぞれが対等な立場で責任を果たせるよう見直すこと。」との裁定的関与の見直しの要請も行わ

れた。 
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他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該各号に定める者に対してするも

のとする。…… 

    一 都道府県知事その他の都道府県の執行機関の処分 当該処分に係る事務を規

定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」 

 

２ 法律上の争訟 

  地裁判決は、裁判所法３条１項の「法律上の争訟」について次の通り判示した。 

   「国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を求める訴訟
．．．．．．

は、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであっ

て、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律

上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定

がある場合に限り、提起することが許されるものと解するのが相当である（平成14

年最高裁判決参照）」 

 とし、本訴は、 

   「自己の主観的な権利利益の保護救済を求める訴訟ではなく、埋立法という法規の

適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴訟であるといえる。したがって、

本件訴えは法律上の争訟に当たらないものというほかない。」 

 とした(24)。 

  すなわち、自己の主観的な権利利益の保護救済を求める訴訟（主観訴訟）は法律上の

争訟に当たるが、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とする訴訟（客観訴訟）

は法律上の争訟に当たらないというのである。図式化すれば、地裁判決は従来の裁判例

と同じように、 

  ① 自己の権利利益の保護救済を目的とする訴訟＝主観訴訟＝法律上の争訟に該当 

  ② 法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とする訴訟＝客観訴訟≠法律上の

争訟に該当 

 とした。 

  しかし、この法律上の争訟に関する判断基準は、地裁判決が「第３ 当裁判所の判断」

の冒頭で指摘する「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、

 

(24) 本訴は県が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

ではない。

にもかかわらず、地裁判決が平成14年最高裁判決を引用したのは誤りであろう。 
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裁判所法３条にいう『法律上の争訟』、すなわち当事者間の具体的な権利義務ないし法

律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決する

ことができるものに限られる」（最判昭和56年４月７日板まんだら事件、民集第35巻３

号443頁、以下、昭和56年最高裁判決（板まんだら事件）という。）とする従来の判断

基準とは異質である(25)。 

  昭和56年最高裁判決（板まんだら事件）における判断基準は、「当事者間の具体的な

権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争」（紛争の実体法的具体性）であるか、か

つ「それが法令の適用により終局的に解決することができるもの」（法適用による解決

の終局性）であるかというものであって、訴訟の対象を客観的基準で判断するものであ

る。 

  しかし、地裁判決は原告の主観的目的によって判断している(26)。後述するが、「法

律上の争訟」の判断基準は、ある争い（訴訟物）について裁判所を利用して解決できる

かどうかのそれであるから、その判断基準は、訴訟当事者が誰であるか、そして訴訟当

事者が何を目的としているかにかかわらず、訴訟の対象・客体（訴訟物）の面から一般

的・客観的基準で判断されることが必要であろう。 

 

３ 平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件） 

  ちなみに、地裁判決が引用する最判平成14年７月９日の平成14年最高裁判決（宝塚市

パチンコ店事件）の民集の判示事項と判決要旨（民集56巻６号1134頁）は次の通りであ

る。 

  ○ 判示事項 

   １ 国又は地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の

履行を求める訴訟の適否 

   ２ 地方公共団体が建設工事の中止命令の名あて人に対し同工事を続行してはなら

ない旨の裁判を求める訴えが不適法とされた事例 

  ○ 判決要旨 

 

(25) 地裁判決は昭和56年最高裁判決（板まんだら事件）と平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ

店事件）の２つの最高裁判決を引用しているが、具体的な判断に当たっては２つの最高裁判決

の判旨を無視している。 

(26) しかも、地裁判決も高裁判決も県の実際の提訴目的（注(75)参照）を無視して、勝手に創作

しているように思われる。 



 

－ 29 － 

●
－自治総研通巻529号 2022年11月号－●

 

 

   １ 国又は地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の

履行を求める訴訟は、不適法である。 

   ２ 宝塚市が、宝塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規

制に関する条例（昭和58年宝塚市条例第19号）８号に基づき同市長が発した建築

工事の中止命令の名あて人に対し、同工事を続行してはならない旨の裁判を求め

る訴えは、不適法である。 

  すなわち、平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件）は、国又は地方公共団体が

もっぱら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を不適法とし

たもので、行政主体が「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴訟」を

不適法としたものではない。 

  しかも、そもそも行政主体であっても「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目

的とした訴訟」を提起することはない。 

 

４ 原告適格（裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者） 

  次いで、地裁判決は、県の主張について「本件訴えが法律上の争訟に該当しないとし

ても、行訴法３条３項が本件訴えのような自治権に基づく取消訴訟を認める『特別の規

定』に当たるとの趣旨であると解される
．．．．

。」として、仮定的に原告適格について判断す

る。 

  しかし、県は本件が法律上の争訟であることを前提に原告適格があることを主張して

おり、法律上の争訟が否定された場合の仮定主張として特別の規定（行訴法３条３項）

が適用されるとの主張はしていないように思われる(27)。したがって、この解釈は地裁

判決独自のものであろう。 

  そして、地裁判決は、行訴法９条１項の原告適格について次の通り判示して、県の原

告適格を否定した。 

 

(27) 地裁判決文の事実摘示における県の原告適格に関する主張は、次の３点である。(１)原告は

処分の準名宛人として法律上の利益が認められること、(２)取消訴訟の原告適格は私人に限定

されないこと、(３)自治権に基づく出訴が許されること 

   判決文だけからすれば、県はこのような仮定主張はしていない。但し、人見剛「『法律上の

争訟』に関する宝塚判決（最判平成14年７月９日）の呪縛」法学セミナー（2021年５月号通巻

796号）57頁によれば、県は仮定主張をしていたとされる。 

   なお、原告適格は法律上の争訟性が肯定されて初めて判断される（福岡高裁那覇支判平成８

年９月24日行政事件裁判例集47巻９号808頁、49頁参照）。 
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   「行訴法９条は、取消訴訟を提起することのできる資格について、『当該処分又は

裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者』に限定しているところ、こ

れは、取消訴訟が、違法な行政活動によって権利利益を侵害された者の当該権利利

益を保護することを目的とするいわゆる主観訴訟であることを宣言したものと解す

るのが相当であり……行訴法３条３項の裁決取消訴訟は、違法な裁決により権利利

益を侵害された者の主観的な権利利益を保護するための訴訟であると解されるから、

法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的としてこれを提起することは想定さ

れていないといわざるを得ない。したがって、法規の適用の適正ないし一般公益の

保護を目的として裁決の取消しを求める者は、行訴法９条にいう『法律上の利益を

有する者』に当たらず、行訴法３条３項の裁決取消訴訟に係る原告適格が認められ

ない。 

    そして、既に認定・判示したとおり、本件訴えは、沖縄県知事による埋立法上の

承認権限の行使が適正であったと主張してその回復を求めるものであり、埋立法の

適用の適正ないし一般公益の保護を目的とした訴訟であると解される以上、原告は、

本件裁決について、行訴法３条３項所定の取消訴訟を提起する適格を欠くものとい

うほかない(28)。」 

  この判断基準は、「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的」とした提訴か否

かというもので、法律上の争訟に関するそれ(29)と同じである。法律上の争訟（裁判所

の審理対象の範囲）についての判断基準と原告適格すなわち「法律上の利益を有する者」

か否か（裁判所を利用できる者の範囲）のそれをないまぜにするものである。 

  なお、特に指摘しておきたいことは、本訴は地裁判決がいうところの埋立法上の承認 

 

(28) 地裁判決は、訴訟の目的から①「法律上の争訟」にあたるか否かおよび②原告適格である

「法律上の利益を有する者」か否かを判断しているが、平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ

店事件）は訴訟の目的から①「法律上の争訟」にあたるかのみを判断している。 

(29) 平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件）も、「国又は地方公共団体が専ら行政権の主

体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用の適正ないし一般公益

の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということは

できないから、法律上の争訟
．．．．．．

として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく」（傍点は

筆者）として、「自己の権利利益の保護救済を目的とするもの」（主観訴訟）は法律上の争訟

に当たるが、「法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするもの」（客観訴訟）は法

律上の争訟に当たらないとしている。 
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 権限の回復を求めるものではない(30)ことである。本訴は、裁決によって侵害された埋

立承認に対する取消（撤回）権の回復を求めるものである。換言すれば、裁決が取り消

されることによって、第二次取消（撤回）処分が生き返ることを目的とするものである(31)。 

  詳しくは後述するが、県は第二次取消（撤回）処分によって沖縄防衛局による埋め立

て工事続行を阻止し、それによって辺野古周辺域の住民の生活環境、自然環境などを維

持できる法的地位・利益を得た。本件提訴の目的は、このような法的地位・利益を回復

することにあった。そして、国であっても地方公共団体であっても、「法規の適用の適

正ないし一般公益の保護を目的として」提訴することはない。あくまで、それぞれの固

有の利益の保護救済を目的として提訴している。 

 

 

 第４ 高裁判決令和３年12月15日（埋立承認第二次取消 

  （撤回）処分取消裁決の取消請求控訴事件、裁判所ウェブ 

  サイト掲載） 

 

１ 法律上の争訟 

(１) 高裁判決の内容 

   高裁判決は、地裁判決の「法律上の争訟」に関する判示部分について、次のとおり

判示して地裁判決を実質的に否定した。 

    「平成14年最高裁判決の事案は、地方公共団体（市）が条例に基づき私人に対し

て建築工事の中止命令を発したがこれに従わないため、それを民事執行手続で強

制的に実現することを企図して、『私人を被告として建築工事を続行してはなら

ない旨の裁判を求めたもの』であり、地方公共団体が提起する訴訟のうち、上記

のような事案については、法律上の争訟に当たらないと判示したものと解する余

地がある。」 

 

(30) 「埋立法上の承認権限の行使」という表現が取消（撤回）権の行使を意味している可能性が

あるが、そうであればこの表現は不適切である。 

(31) 地裁判決の事実摘示によれば、被告は「国土交通大臣による裁決の効力を原告自らが争って

取消しを求めることは、原告の知事権限に基づく処分の効力の復活を目的
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

とするものであって」

（傍点は筆者）として、本訴が第二次取消処分の復活を求めるものであることを認めている。

しかし、被告は続けて「埋立法上の権限の救済を求める訴訟にほかならない。」としているが、

県の目的は権限の救済ではなく、あくまで第二次取消（撤回）処分の法的効果の復活である。 
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   平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件）の事案は、宝塚市が、「宝塚市パチ

ンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」に基づいて、

同市内においてパチンコ店を建築しようとする者（民間事業者）に対して、建築工事

の中止命令を発したが、民間事業者がこれに従わないため、宝塚市が、同市長が発し

た建築工事の中止命令の名宛人（民間事業者）に対し同工事の続行をしてはならない

旨の民事裁判の判決を求めたというものである。 

   前述の通り、同判決の民集の判決要旨（民集56巻６号1134頁）でも「宝塚市が、宝

塚市パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例（昭

和58年宝塚市条例第19号）８条に基づき同市長が発した建築工事の中止命令の名あて

人に対し、同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えは不適法である。」と

されている。 

   したがって、平成14年最高裁判決（宝塚市パチンコ店事件）はもっぱら行政権の主

体として国民に対し行政上の義務の履行を民事手続で求めるもので、本件とは事案を

異にする(32)。その意味では高裁判決のこの判示は妥当であろう。 

   なお、最近の大阪地判令和３年４月22日（判例時報2495号14頁、判例タイムズ1488

号136頁、裁判所ｗｅｂ 泉佐野市事件中間判決）は、次のとおり判示している(33)。 

    「行政主体であっても、独立の法人格を有するものとして、具体的な権利ないし

法律関係の存否を争い得る場面においては、それらの存否について裁判所による

判断を求めることを否定される根拠は見当たらず、これは、一般私人と共通する

法的根拠に基づく例外的な場合に限られないというべきである。また、被告がい

 

(32) 公害防止協定の当事者である地方公共団体（福岡県福間町）が、民間業者が同協定に定めら

れていた施設使用期限の経過後も産業廃棄物最終処分場を使用しているとして民間業者に対し

て民事手続で使用差止請求を求めた事案で、福岡高判平成19年３月22日（判例地方自治304号

35頁、裁判所ウェブサイト掲載）は、「平成14年最判の帰結は、地方公共団体等の行政主体の

国民に対する義務履行請求を著しく制限するものであるから、その射程距離は極力控え目に解

するべきであり、そのような観点からしても、本件のような場合についてまで同最判をそのま

ま当てはめるのは相当でないものといわなければならない。」として本案審理をして請求棄却

の判決をなした。最判平成21年７月10日（最高裁判所裁判集民事231号273頁）も、本案審理を

して原判決を破棄して高裁に差し戻した。 

(33) 小西敦「大阪地裁令和３年４月22日中間判決」税（2021.7）71頁、人見剛「『法律上の争訟』

に関する判決の終焉？」法律時報94巻４号（2022.4）４頁、本案判決である大阪地判令和４年

３月10日（裁判所ｗｅｂ）がある。なお、人見剛「『法律上の争訟』に関する宝塚判決（最判

平成14年７月９日）呪縛」法学セミナー796号（2021.5）55頁も参照 
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う『一般私人と共通する法的根拠に基づく場合(34)』の具体的内容は必ずしも明

確ではないから、行政主体が提起する訴訟が裁判所法３条１項にいう『法律上の

争訟』に該当するか否かを、被告がいう『一般私人と共通する法的根拠に基づく

場合』に当たるか否かによって判別することが適切であるとはいい難い（なお、

『固有の資格』については、行政不服審査法〔７条２項〕、地方自治法〔245

条〕等において用いられている概念ではあるが、行政事件訴訟についての一般法

である行政事件訴訟法においては用いられていないことに照らせば、地方団体が

『固有の資格』に基づいて提起した訴えは常に司法審査の対象とならないと解す

べき根拠は見当たらない。）……最高裁平成14年判決は、国又は地方公共団体が

専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

務の履行を求める訴訟
．．．．．．．．．．

は不適法

であるとした上で、宝塚市が条例に基づき同市長が発した建築工事の中止命令の

名宛人に対し同工事を続行してはならない旨の裁判を求める訴えは不適法である

としたものであるところ、上記２で説示したとおり、本件訴えは、原告（地方団

体）が被告（国）に対して特別交付税の額の決定の取消しを求めるものであって、

原被告間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であり、専ら行

政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求めるものではない。そう

すると、最高裁平成14年判決は、事案を異にし、本件に適切でない。」 

   上記中間判決がいう「本件訴えは、…原被告間の具体的な権利義務ないし法律関係

の存否に関する紛争であり」とは、昭和56年最高裁判決（板まんだら事件）の「当事

者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争」（紛争の実体法的具体

性）を援用したものであろう。 

   いずれにしても、これらの判示は、行政主体である地方公共団体が国を相手方とし 

 

(34) 高裁判決が法律上の利益を有する者との関係で指摘する「私人が裁判を受ける権利によって

救済を認められるべき性格の権利利益又はそれと同等のもの」と同様なもののようである。 
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  て原告となった事案の「法律上の争訟」に関する判示である(35)。 

 

(２) 地自法改正と自治権 

   ところで、地方公共団体が国を相手とする訴訟において「法律上の争訟」の争点と

関係するのは、古典的な考え方からすれば、地方公共団体が国の支配に服する関係

（上下関係）にあったということであろう。すなわち、地方公共団体は国の判断に従

うべき立場にあるのだから、地方公共団体と国との間には「法律上の争訟」は生じな

いというのである。 

   しかし、現在は地方公共団体と国とは対等の関係にあり、上下の関係にはない。 

   現憲法で「地方自治の本旨」に基づく地方自治が規定されたが、従来は実際の行政

法規ないしその運営では中央集権的体制が維持されていた(36)。そこで、地方公共団

体の国からの自立、国との対等・独立の関係の構築が必要と認識され、1999年地自法

の大規模改正が行われた。改正の主なものは次のとおりである。 

   ① 行政機能を国と地方公共団体で役割を適切に分担することとし、地方公共団体

は「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ

総合的に実施する役割を広く担う」、一方国は「国が本来果たすべき役割（例え

ば、外交、防衛、司法、労働基準事務）を重点的に担い」、「住民に身近な行政

はできる限り地方公共団体にゆだね」、「地方公共団体の自主性及び自立性が十

分に発揮される」ようにすること（地自法第１条の２第２項） 

   ② 地方公共団体の長が国から委任を受けていた機関委任事務制度を廃止し、従来、

公共事務、団体委任事務、行政事務に区分されていた地方公共団体の事務区分を

構成し直し、自治事務と法定受託事務に区分したこと（同法２条８、９項） 

     機関委任事務の廃止は、従属関係にあった国と地方との関係を抜本的に見直し、

 

(35) なお、杉井俊介「日本における主観訴訟と客観訴訟の概念の系譜」（３完）自治研究92巻４

号128頁の注144に村上裕章による次の指摘がある。「権利なる概念は本来限定された目的のた

めに構成されたものであって、これによって全ての訴訟の可否を決することはできないといわ

なければならない。そうであれば、司法権（裁判権）の範囲を『権利義務に関する紛争』に

よって画することは必ずしも自明ではない。むしろ、（法技術的な意味における）権利が問題

となっていない場合であっても、裁判によって解決するに値する程度の具体的争いがあり、そ

れが法的に可能であるならば、『法律上の争訟』の存在が肯定され、司法権の介入が要請され

ると考えるべきであろう。」村上裕章「主観訴訟と客観訴訟」（行政訴訟の基礎理論）有斐閣

2007年、102頁 

(36) 後述する大正11年内務省通知など 
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地方自治の本旨を基本として国と地方公共団体を対等・協力の関係に転換させる

ために行われた。 

   ③ 地方公共団体に対する国の関与のあり方を抜本的に見直し、国の地方公共団体

への関与に当たっての法定主義の明文化（同法245条の２）、必要最小限度の原

則の明文化（同法245条の３第１項）、手続ルールの創設（同法246条～250条の

６）、国地方係争処理委員会による係争処理制度の創設（同法250条の７～250条

の20）をしたこと 

   昭和49年最高裁判決（大阪市事件）は、「審査会と保険者とは、一般的な上級行政

庁とその指揮監督に服する下級行政庁の場合と同様の関係に立ち、右処分の適否につ

いては審査会の裁決に優越的効力が認められ、保険者はこれによつて拘束されるべき

ことが制度上予定されているものとみるべき」とした(37)が、1999年の地自法の大改

正によって、国と地方公共団体との関係では、この論理・認識は適用できないことと

なった。 

   国と地方公共団体の行政上の役割が分担され、対等かつ独立の関係となった以上、

自治事務においてはもちろん、「国が本来果たすべき役割に係るもの」とされる法定

受託事務においても、国が上級庁で地方公共団体が下級庁という関係はなくなったの

である。 

 

２ 高裁判決の争点 

  そこで、高裁判決の具体的判示は、原告適格に関するもののみとなる。 

  つまり、本件での論点は、地方公共団体が、法定受託事務に係る審査請求に対する裁

決（国の裁定的関与）に対して、行訴法３条の取消訴訟（抗告訴訟）を提起した場合、

地方公共団体にその原告適格があるかというものである。すなわち、繰り返しになるが、

行政庁である県知事の行った原処分を国の行政機関たる国土交通大臣が取消すという裁

決を行った場合、県知事が所属する県に、裁決そのものの取消訴訟（抗告訴訟）におけ

る原告適格が認められるかというものである(38)。 

 

(37) 高裁判決はこの部分を引用していない。 

(38) なお、藤田宙靖「行政法の基礎理論下巻」有斐閣（2005.10.10）76頁は「地方公共団体は、

その公権力の行使（統治権の行使）に対する国からの監督行為（取消しその他）に対して、行

政事件訴訟法３条により抗告訴訟を提起することができるか、という問題である。」とする。

しかし、藤田宙靖は原告適格ではなく「法律上の争訟」の問題として論じている。 
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  一般的な意味で、地方公共団体が国を相手方にして国からの監督などに対して出訴で

きるかという論点に関する学説は多数ある(39)。 

  しかし、出訴できるとする学説においても、地方公共団体に行訴法９条の「当該裁決

の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」として原告適格が認められるかとい

う実定法上の論点に触れる論稿は見当たらないように思われる(40)。したがって、地裁

判決および高裁判決の判示はこの問題に関する最初の判断のようである。 

 

３ 本件裁決の内容と本件裁決における県の立場 

  まず、最初に次のことを確認したい。 

  本件で、県が取消しを求めたのは、国土交通大臣が行った「沖縄防衛局長が平成30年

10月17日に提起した審査請求（沖防第5115号）に係る処分（平成30年８月31日付け沖縄

県達土第125号・沖縄県達農第646号(41)）を取消す旨の裁決（国水政第13号、以下本件

裁決という。別紙参照）」である。 

  本件裁決は次のとおりである。 

   「本件審査請求に係る処分（処分庁が平成30年８月31日付けで審査請求人に対して

 

(39) 取り敢えず、学説の紹介として、横堀あき「ドイツ『地方自治』保障に関する一考察(１)」

「第３款 学説」北大法学論集72巻５号（2022.1.31）98頁以下に学説の紹介がある。しかし、

学説は「法律上の争訟」と「原告適格」との争点を区別して論じていないようである。 

   白藤博行の鑑定書９頁（函館市大間原発建設差止め請求事件の甲Ａ18、函館市のＨＰの「大

間原発に係わる主な経過」の平成27年10月６日欄）は、「塩野の論述は、専ら原告適格を念頭

においているようにみえ、『法律上の争訟』該当性について特に論じるかたちではないように

みえる。藤田宙靖が、自分も『法律上の争訟』の概念そのものにさほどこだわるものではない

と断りながらも、塩野の批判の主旨が藤田宙靖の『法律上の争訟』論にあるならば、塩野自身

が『法律上の争訟』の概念についての考え方を明らかにすべきであるとするのは、この点に由

来するのであろう」としている。 

   ただし、「法律上の争訟」について論じたものとして、茂木洋平「行政主体間の争訟の『法

律上の争訟』該当性」桐蔭法学26巻１号、秦博美「国・地方公共団体間の争訟と『法律上の争

訟』覚書(一)(二)(三)(四・完)」北海学園大学法学研究第51巻第４号、第53巻第２号、第55巻

第１号、第57巻第１号、寺洋平「国と普通地方公共団体との間における行政訴訟」早稻田法學 

85巻３号（2010.3.20）833～851頁などがあり、原告適格を論じたものとして大沼洋一「原告

適格に関する最高裁判決と生活環境をめぐる行政訴訟の動向」駿河台法学27巻１号（2013.9）

67～86頁などがある。 

(40) 白藤博行「辺野古新基地建設行政法問題覚書」自治総研443号（2015.9）41頁では、「現行

の法システムにおける限り、原告適格の問題は残ることは承知している」とされている。 

(41) https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/documents/180831torikeshitsuuchisho.pdf 
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した公有水面の埋立ての承認を取り消す処分（平成30年８月31日付け沖縄県達土第

125号・沖縄県達農第646号））を取り消す。」 

  その内容は、県知事が行った埋立承認処分につきその後の県知事が第二次取消（撤回）

処分したところ、その第二次取消（撤回）処分を取消すというものであった。具体的な

内容は、別紙のとおりで、県知事が指摘した詳細な取消（撤回）理由を逐一否定するも

のである。 

  そこで、最高裁がいう「法律上の利益を有する者」とは、「当該処分又は裁決」によ

り自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれ

のある者をいうとされるが、その「当該裁決」は、国土交通大臣の本件裁決である。 

  そして、本件裁決（別紙８頁）は、次のとおり指摘したうえで、埋立承認処分は埋立

法第４条第１項第１号の要件及び同項第２号の要件を欠くものではないので、撤回処分

は違法としている。そこで、本件における原告適格の有無は、後述のとおり本件裁決に

よって県の「権利」が侵害されたかという問題であるが、仮に本件裁決によって県の

「法律上保護された利益」が侵害されたかという問題であるとすれば、「当該処分の根

拠たる行政法規」は埋立法となる。 

   「埋立法における承認の職権取消しや撤回は、処分時又は処分後の事情により当該

承認に違法又は不当の瑕疵があると認められる場合にすることができるものと解さ

れるところ（平成28年最高裁判決(42)）、ここでいう『不当』とは、既にされた承

認の効力を職権で失わせるものである以上、その程度が違法に準ずるほど不合理な

ものなど相当程度著しいものであることを要すると解すべきであり、平成28年最高

裁判決も、この理解を前提としていると解される。 

    そうすると、本件承認後に生じた事情によっても、本件承認が違法又は著しく不

当といえない場合には、本件撤回は、その要件を欠くものとして違法というべきで

ある。」 

  次に、本件裁決は、沖縄防衛局長からの審査請求に対するものであるから、本件裁決

の名宛人は沖縄防衛局長であり、原告である県は本件裁決の直接の名宛人ではない。し

かし、県は本件裁決によって取消された原処分たる第二次取消（撤回）処分を行った県

知事が代表者である地方公共団体であって、本件裁決の第三者ではない。裁決の当事者

 

(42) 最判平成28年12月20日（地方自治法251条の７第１項の規定に基づく不作為の違法確認請求

事件、民集70巻９号2281頁） 
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といって良い(43)。「処分」における当事者は申請者と処分庁という二面（対面）関係

にあるが、「裁決」での当事者は、申請者、原処分庁、審査庁という三面関係にな

る(44)。現実にも、審査庁の審査員は裁決にあたって、当事者としての県知事に弁明書

の提出を求め（行政不服審査法29条２項）、県知事は沖縄防衛局長の主張に反論する弁

明書および意見書を提出している。すなわち、審査庁の下で県知事と沖縄防衛局長は対

等の立場でそれぞれ自己の意見を主張し、相手方への反論を行っていた。そして、国土

交通大臣は、裁決書において、県知事の意見を逐一検討してその意見を否定して第二次

取消（撤回）処分を取消すという結論に至っている（別紙８頁以下）。そうであれば、

県知事が代表者である県は本件裁決の当事者である。 

  本件は、原告が行政主体であるという点において特色があるが、より以上の特色は、

原告が、裁定的関与（審査請求に対する裁決）によって取消された原処分を行った行政

庁が代表者である地方公共団体であるという点である。しかも、本件裁決は、民間人か

らの審査請求ではなく国である沖縄防衛局長からの審査請求に対し、国の行政機関であ

る国土交通大臣が行ったものである。したがって、民間人からの審査請求に対する裁決

であれば三面関係になるが、本件裁決は実質的には三面関係でなくいわば二面関係であ

る。実質は国（防衛施設庁及び国務大臣は、一体である。）が県に対し裁決ではなく原

処分取消「処分」をしたという関係であろう。本件はこの点でも最初の事案である。 

  そこで当然ながら、本件の原告適格の問題は行訴法９条１項の問題であって、「処分

 

(43) ちなみに、中川丈久「取消訴訟の原告適格について(１)」法学教室379号68頁は、処分の名

宛人以外の者であっても処分の法効果が及んでいる者を凖名宛人と呼び、「処分又は裁決の相

手方以外の者」の「相手方」には、名宛人と凖名宛人を含むとする。 

   しかし、中川がいう凖名宛人は、最判平成４年11月26日（民集46・８・2658）における安倍

都市再開発事件の再開発事業計画決定によって自己の所有地等が収容されるべき地位に立たさ

れる施行地区内の土地の所有者等であったり、最判昭和60年12月17日（民集39・８・1821）に

おける土地区画整理組合設立認可事件の同認可によって組合員たる地位を取得せしめられるこ

ととなる事業施行地内の宅地の所有者又は借地権者であったりする。 

   すなわち、中川がいう凖名宛人は、本件のように裁定的関与の当事者として法効果が及ぶ者

ではなく、当該処分によって法効果が及ぶ第三者である。 

(44) なお、地方公務員法第49条の２は「前条第一項に規定する処分（懲戒処分などの不利益処分）

を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。」と

規定している。旧自治省公務員部公務員課は、非現業地方公務員の懲戒処分に関して「人事委

員会の判定に対し任命権者その他地方公共団体の機関からも不服があれば裁判所に出訴できる

か。」との照会に対し「出訴できないと解される」と回答した（昭和27年１月９日地自公発第

１号兵庫県人事委員会事務局長あて）。しかし、人事委員会の判定は、任命権者、職員、委員

会という三面関係にあり、任命権者も当事者とみられる。 



 

－ 39 － 

●
－自治総研通巻529号 2022年11月号－●

 

 

又は裁決の相手方以外の者」にかかる９条２項(45)の問題ではない。県も９条２項の主

張はせず、地裁判決も高裁判決も９条２項については何ら触れていない。 

  この９条２項については最近多数の裁判例があり、第三者の原告適格が拡大される傾

向にある。 

  しかし、高裁判決が、原告たる県を本件裁決との関係で当事者であるとしているか否

かははっきりしない。裁決の当事者であるかその第三者であるかによって、原告適格の

判断基準の内容が異なると思われるのに、地裁判決も高裁判決も、県がそのどちらに当

たるかについて明示していないのである。 

  ちなみに、原告適格の問題は、次のとおりに分けられるという(46)。 

  (１) 処分の名宛人は、処分の法律上の効果を直接受ける者であるから、原告適格が

ある。 

  (２) 処分の名宛人でなくても、処分の法律上の効果として権利を侵害され、または

義務を課せられる者も、原告適格を有する。 

  (３) (１)(２)以外の第三者は、「法律上の利益を有する者」の解釈によって原告適

格が決定される(47)。 

  本件での県は、この３分類の(２)に該るようにもみえるが、「処分
．．

の法律上の効果」

ではなく、県が当事者として「裁決
．．

の法律上の効果を直接受ける者」に該るかが問題と

されているので、(１)にあたろう。 

  ただ、地裁判決も高裁判決も、県の主張する権利が「法律上の権利利益」にあたるか

を検討しており、行訴法９条２項について触れていないところを見ると、県を裁決の当

事者としているように見える。県を第三者とみたのなら、「当該裁決の根拠たる行政法

 

(45) 「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を

判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、

当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮す

るものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法

令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利

益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反し

てされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度を

も勘案するものとする。」 

(46) 南博方外「条解 行政事件訴訟法（第３版）」（平18.8.15）237頁、昭和60年最高裁判決

（伊達火力発電所事件）がいう「当該公有水面に関し権利利益を有する者」が(２)にあたろう。

なお、注(43)の凖名宛人も(２)にあたろう。 

(47) 「行政判例百選Ⅱ」（第７版）別冊ジュリスト236の目次の「XV 行政訴訟(４)原告適格」の

10件のうち８件は第三者の原告適格が問題となった事案である。 
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規」である埋立法が、特定の具体的利益を県の個別的利益として保護しているかが検討

されてしかるべきであったろうが、その検討は行われていない。 

  ちなみに、後述する最判昭和60年12月17日（伊達火力発電所関係埋立免許等取消請求

事件、最高裁判所裁判集民事146号323頁、以下、昭和60年最高裁判決（伊達火力発電所

事件）という）は、「処分
．．

の法律上の影響を受ける権利利益は、①処分がその本来的効

果として制限を加える権利利益に限られるものではなく、②行政法規が個人の権利利益

を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されてい

る権利利益もこれに当たり」とした（上記①②は筆者）。そして、「当該公有水面に関

し権利利益(48)を有する者は、右の埋立免許及び竣功認可により当該権利利益を直接奪

われる関係にあり、その取消しを訴求することができる。」として当該公有水面に関し

権利利益を有する者を①に該るとしている。つまり、①の判断は、原告が北海道知事の

公有水面埋立免許「処分」などの名宛人であるか、その第三者であるかにかかわらず検

討される。 

  しかし、裁決の当事者に「法律上の利益」があるか否かは、②の権利利益があるかと

いうより、①の権利利益があるかによって判断されよう。 

 

４ 本件における原告適格 

  以下、原告適格のやや一般論に触れてから、本件争点である裁定的関与における地方

公共団体の原告適格に進む。 

 

(１) 法律上の争訟と原告適格（当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益

を有する者） 

   「法律上の争訟」と「原告適格」はともに、限りある司法資源の利用可能要件と把

握できる。その機能は極端に言えば乱訴防止にある。前者は、訴訟の客観的な面から

の利用可能要件、後者は訴訟当事者という主観的な面からの利用可能要件である。そ

の意義およびその機能は異質である。このため、法律の争訟と原告適格の判断基準は

異なる。 

   法律上の争訟は、訴訟当事者が誰かに関わらず、訴訟の対象・訴訟の客体（訴訟物）

 

(48) 昭和60年最高裁判決（伊達火力発電所事件）では、埋立免許等の第三者である伊達漁協の漁

業権（但し、伊達漁協は、本件公有水面を漁業権を有する漁場の区域から除外した。） 
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の面から一般的・客観基準で判断される。その争い（訴訟物）の解決のために裁判所

を利用できる案件か否かという客観的基準だからである。 

   判例でも、 

    「わが国の裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の

争訟を裁判する権限を有するものであるが（裁判所法３条）、その法律上の争訟

とは、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、

且つそれが法律の適用によつて終局的に解決し得べきものであることを要するの

である。しかるに上告人が本件において訴権の存在を主張する具体的利益という

のは、論旨に従えば結局上告人の主観的意見又は感情に基く精神的不満であつて、

これらをもつて裁判所に訴を提起するための要件たる上告人の具体的な権利義務

ないし法律関係の存否に関する紛争の存在を認めることはできない。」（最判昭

和28年11月17日最高裁判所裁判集民事10号455頁） 

  とされている。 

   上記昭和28年最高裁判決は昭和56年最高裁判決（板まんだら事件）の先行判決にあ

たるが、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、

且つそれが法律の適用によつて終局的に解決し得べきものである」か否かの判断にお

いては、行政事件では、従来、訴訟の対象・客体が行政の内部関係にあるか否か、あ

るいは対象たる権利が裁判を受ける権利で保障されているかなどが考慮されてきた。 

   このうち「裁判を受ける権利」との関係では、例えば、「（地方公共団体は、その

公権力行使（統治権の行使）に対する国の監督行為（取消しその他）に対して、行政

事件訴訟法３条により抗告訴訟を提起できるかという問題に、私は否定的な考え方を

している。その理由は次のとおりである）まず第１に、先にも触れたように、行政事

件訴訟法の定める抗告訴訟が、『私人』の権利を保護するために設けられたものであ

り、それは究極的には、日本国憲法32条の定める基本的人権としての『裁判を受ける

権利』に基づくものであることを、確認しておく必要がある。」「行政主体による公

権力行使が、こういった基本的人権の保護の対象とならないことは先に述べたとおり

である……いわゆる『統治団体』としての資格における地方公共団体は、この意味に

おいて、本来当然には抗告訴訟を提起する権能を持たない。｣(49)とされる。 

   一方で、「いずれにしても、『裁判を受ける権利』に依拠する立論は行政主体が私

 

(49) 藤田宙靖「行政法の基礎理論下巻」有斐閣（2005.10.10）76頁 
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人とは異なる公共目的のために提訴する訴訟の『法律上の争訟性』を否定する論拠た

り得ないことは多言を要しないというべきである。｣(50)などとされている。 

   すなわち、「裁判を受ける権利」はこれまで「法律上の争訟」との関連で論じられ

てきた。 

   他方、原告適格は、個々の訴訟において原告として訴訟を追行し、判決の名宛人と

なることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる者か否かという観点から判

断される。すなわち、具体的な要素によって原告ごとに判断される。 

   民事訴訟においては、形成訴訟（民法744条、人事訴訟法12条）を除いて原告適格

に関する条項はないが、行政事件訴訟法９条は、取消訴訟などは「当該処分又は裁決

の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（括弧内省略）に限り、提起するこ

とができる」と定める。すなわち、特定の処分等の取消しを求める法律上の利益が原

告にあるか否かによって原告適格の有無が判断される。 

   そして「法律上の利益を有する者」の解釈にあたっては、本案の判決によって原告
．．

に
．
有効な紛争解決をもたらすことができるか否かという主観的観点から行われる。換

言すれば、原告適格が肯定されるか否かは、原告に具体的な紛争において法律上保護

された利益があるか（被侵害利益の性格・内容・その大きさなども関係することもあ

ろう）が個別的・具体的に原告ごとに判断されるべきこととなる。 

   そこで、原告適格の判断は、原告が「裁判を受ける権利」を有するか否かというこ

ととは関係がない。すなわち、原告に「裁判を受ける権利」があるから原告適格が肯

定される、あるいは原告に「裁判を受ける権利」がないから原告適格が否定されると

いう関係にはない。 

   なお、原告適格があるか否かは、論理的には事件が「法律上の争訟」であることが

肯定されてから初めて判断される(51)。けだし、その争いが「法律上の争訟」である

として司法権の対象となって初めて、原告が訴訟当事者となるかが問題となるからで

ある。訴え却下の判決をする場合は、訴訟実務的には、「訴訟上の争訟」性より「原

告適格」性を先に判断することも可能であろうが、実体的判断をする判決の場合は、

 

(50) 秦博美「国・地方公共団体間の争訟と『法律上の争訟』覚書(三)」北海学園大学法学研究第

55巻第１号166頁 

(51) 「法律上の争訟」には裁判を受ける権利が必要との説によれば、原告に裁判を受ける権利が

認められ「法律上の争訟」が肯定されてから、原告適格が判断される。その原告適格の判断に

あたって、すでに肯定されている裁判を受ける権利の有無を持ち出すのは論理矛盾であろう。 
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「訴訟上の争訟」を肯定して、その後に「原告適格」の判断をすることとなる(52)。 

 

(２) 原告適格に関する最高裁判決 

  ア 行訴法９条の「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する

者」に関する最高裁判決は多数あるが、高裁判決が引用するのは次の２つである。 

   ○ 最判昭和53年３月14日（ジュース事件、民集32巻２号211頁、昭和53年最高裁

判決（ジュース事件）ともいう。） 

     原告主婦連合会らが、被告公正取引委員会を相手方として、被告委員会が原告

らの果実飲料等の表示に関する公正競争規約の認定に対する不服申立資格を否定

した却下審決の取消しを求めたもの 

      「景表法の右条項にいう『第１項……の規定による公正取引委員会の処分に

ついて不服があるもの』とは、一般の行政処分についての不服申立の場合と

同様に、当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、

当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必

然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。けだし、現行

法制のもとにおける行政上の不服申立制度は、原則として、国民の権利利益

の救済を図ることを主眼としたものであり、行政の適正な運営を確保するこ

とは行政上の不服申立に基づく国民の権利利益の救済を通じて達成される間

接的な効果にすぎないものと解すべく、したがつて、行政庁の処分に対し不

服申立をすることができる者は、法律に特別の定めがない限り、当該処分に

より自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害

されるおそれがあり、その取消等によつてこれを回復すべき法律上の利益を

もつ者に限られるべきであり、そして、景表法の右規定が自己の法律上の利

益にかかわりなく不服申立をすることができる旨を特に定めたもの、すなわ

ち、いわゆる民衆争訟を認めたものと解しがたいことは、規定の体裁に照ら

し、明らかなところであるからである。 

       ところで、右にいう法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主

体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課してい

 

(52) 控訴審福岡高等裁判所那覇支部判決平成８年９月24日（行政事件裁判例集47巻９号808頁）

は「（裁判所法３条が定める法律上の争訟であるか否かの判断は、行政事件訴訟法９条所定の

原告適格の存否の判断に先んじる）」とする（49頁参照）。 
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ることにより保障されている利益であつて、それは、行政法規が他の目的、

特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま

一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべきものである。」 

     なお、主婦連合会などは、前述のごとく果実飲料（ジュース）等の表示に関し

公正取引委員会が社団法人日本果汁協会外に対して行った公正競争規約を認定す

る処分（規約認定処分という）に対し公正取引委員会に不服申立をした。これに

対し、公正取引委員会は主婦連合会などの不服申立権を否定して申立てを却下し

たため、主婦連合会などは却下審決の取消を求めた（東京高判昭和49年７月19日

は請求棄却）。主婦連合会などは公正取引委員会の審決との関係ではその名宛人

であるが、公正取引委員会の規約認定処分との関係では第三者である。 

   ○ 昭和60年最高裁判決（伊達火力発電所） 

     原告たる漁民が、北海道知事が北海道電力株式会社に対して行った埋立免許処

分及び埋立工事の竣功認可処分の取消しを求めたもの 

      「行政処分の取消訴訟は、その取消判決の効力によつて処分の法的効果を遡

及的に失わしめ、処分の法的効果として個人に生じている権利利益の侵害状

態を解消させ、右権利利益の回復を図ることをその目的とするものであり、

行政事件訴訟法９条が処分の取消しを求めるについての法律上の利益といつ

ているのも、このような権利利益の回復を指すものである。したがつて、処

分の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそ

れのある者に限つて、行政処分の取消訴訟の原告適格を有するものというべ

きであるが、処分の法律上の影響を受ける権利利益は、処分がその本来的効

果として制限を加える権利利益に限られるものではなく、行政法規が個人の

権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していること

により保障されている権利利益もこれに当たり、右の制約に違反して処分が

行われ行政法規による権利利益の保護を無視されたとする者も、当該処分の

取消しを訴求することができると解すべきである。」 

      「上告人らは、本件公有水面の周辺の水面において漁業を営む権利を有する

にすぎない者というべきであるが、本件埋立免許及び本件竣功認可が右の権

利に対し直接の法律上の影響を与えるものでないことは明らかである。そし

て、旧埋立法には、当該公有水面の周辺の水面において漁業を営む者の権利

を保護することを目的として埋立免許権又は竣功認可権の行使に制約を課し
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ている明文の規定はなく、また、同法の解釈からかかる制約を導くことも困

難である。」 

     原告の漁民は、当然ながら埋立免許処分などとの関係で、処分の名宛人ではな

く第三者である（本件公有水面に関し権利利益を有しない。）。 

     昭和53年最高裁判決（ジュース事件）は「法律上の利益を有する者」とは「当

該処分により自己の 

     ① 権利若しくは 

     ② 法律上保護された利益 

     を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」 

    というのであるが、①の「権利」については、処分によって侵害制限される権利、

②の「法律上保護された利益」については、「当該行政処分の根拠となった法規

が、私人の個別的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課して

いることによって保護される利益」とする。 

     この②についての判断は、「法律上保護された利益」説とよばれる。処分の名

宛人あるいは当事者ではないそれ以外の第三者に係る判断で主に考慮される。 

     ２つの最高裁判決でいう「当該行政処分
．．

」とは、 

      ・（社団法人日本果汁協会などに対して行った）公正取引委員会の果実飲料

等の表示に関する公正競争規約の認定処分 

      ・（北海道電力株式会社に対して行った）北海道知事の埋立免許処分及び埋

立工事の竣功認可処分 

     である。したがって、これらの根拠となった法規とすれば、不当景品類及び不

当表示防止法、あるいは埋立法であり、②にあたるかはこれら法規が私人の個別

的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課しているか否かが問

題とされる。そして、原告適格が認められるためには、これら法規が一般公衆の

公益としてではなく「私人（あるいは個々人の）の個別的利益」として保護して

いるところの利益が必要というのである。 

     しかし、本件は処分
．．

取消訴訟ではなく裁決
．．

取消訴訟における「法律上の利益を

有する者」の問題である。そして、本件での県は、「裁決
．．

」の第三者ではなく、

三面関係である裁決の当事者であり、②の「利益」の問題というより、①の「権

利」の問題である。 
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     ところで、最判昭和62年11月24日（認定外道路用途廃止処分取消請求上告事件、

最高裁判所裁判集民事152号247頁など）は、里道利用者が長野県知事を被告とし

て同知事が行った用途廃止処分の取消を求めた事案である。同判決は、 

      「本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしていて、その用途廃止

により上告人の生活に著しい支障が生ずるという特段の事情は認められず、

上告人は本件用途廃止処分の取消しを求めるにつき原告適格を有しないとし

た原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当と

して是認することができ……」 

     として、特段の事情（本件里道が上告人に個別的具体的な利益をもたらしてい

て、その用途廃止により上告人の生活に著しい支障が生ずるという事情）があれ

ば行訴法９条の原告適格を認めるとした(53)。用途廃止処分の名宛人が誰かは不

明であるが、原告たる里道利用者は用途廃止処分との関係で第三者であろう。 

     しかし、道路法、建築基準法などは認定外道路に関する規定を置いておらず、

認定外道路用途廃止処分の根拠たる法規は存在しない。そうすると、法律上保護

された利益の有無を判断するにあたって、「当該行政処分の根拠となった法規」

はなく、それが保護している「権利」ないし「法律上保護された利益」も存在し

ない。そうすると、特段の事情があっても原告適格は認められないはずである。

しかし、この最判は、法律の明文の根拠がなくても、個別的保障＝司法的救済を

受ける余地があることを前提とした判示をしている(54)。 

     この最判の時点では、すでに前述した昭和53年最高裁判決（ジュース事件）及

び昭和60年最高裁判決（伊達火力発電所）が出ており、最高裁の抗告訴訟の原告

適格に関する判断は一貫していないこととなろう。 

 

 

(53) 中川丈久「取消訴訟の原告適格について(２)」法学教室380号109頁、山下義昭「取消訴訟の

原告適格を基礎づける『法律上の利益』について(１)」福岡大學法學論叢56巻４号634頁は

「ある最高裁判決は、法律の明文の根拠がなくても、個別的保障＝司法的救済を受ける余地が

あることを前提とした判示をしている。」とする。阿部泰隆「行政訴訟要件論」弘文堂

（2003.7）73頁は、「里道は単に国有地であるにとどまり、その利用関係を定めた法律はない

から、法律上保護された利益はあるはずがない」とする。 

(54) 判タ675号111頁の解説では「道路法、国有財産関係法規には明文はないが、右のような特別

の事情がある者が当該道路を利用する利益は、これらの法律上個別的に保護されているものと

解するのが相当であろう。」とされている。 
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(３) （行政主体間訴訟における）第三者たる行政主体の原告適格 

  ア 最近の裁判例 

    行政庁の「処分」の取消を求める案件で、（その処分との関係で）第三者たる行

政主体の原告適格が問題となった最近の裁判例として、次のものがある。 

   (ア) 最判平成13年７月13日（情報公開決定処分取消請求上告事件、訟務月報48巻

８号2014頁） 

      原告国が、被告那覇市長を相手方として、同市長が那覇市情報公開条例に基

づき行った文書公開決定の一部の取消しを求めたもの(55) 

      本判では、法律上の争訟にあたるか、原告適格が肯定できるかの２つが問題

となった。 

      最高裁判決は、法律上の争訟に関しては 

       「しかし、記録によると、本件文書は、建築基準法18条２項に基づき那覇

市建築主事に提出された建築工事計画通知書及びこれに添付された本件建

物の設計図面等であり、上告人は、本件文書の公開によって国有財産であ

る本件建物の内部構造等が明らかになると、警備上の支障が生じるほか、

外部からの攻撃に対応する機能の減殺により本件建物の安全性が低減する

など、本件建物の所有者として有する固有の利益が侵害されることをも理

由として、本件各処分の取消しを求めていると理解することができる。そ

うすると、本件訴えは、法律上の争訟に当たるというべきであり、本件訴

えは法律上の争訟に当たらないとした原審の判断には、法令の解釈適用を

誤った違法があるものというべきである。」 

     として法律上の争訟に該るとした。ここで注目すべきは、国は「法規の適正な

いし一般公益の保護を目的」としたのではなく、国の固有の利益の保護救済を

目的としているとしている点である。当然であるが、本件での県も県固有の利

益の保護救済を目的として提訴している。 

      しかし、国の原告適格については、次のように判示してそれを否定した。こ

のことは、「法律上の争訟」の判断基準と第三者の「法律上の利益を有する者」

のそれが異なることを示している。 

 

(55) 中川丈久「取消訴訟の原告適格について(２)」法学教室380号107頁は、「逆ＦＯＩＡ

（Reverse Freedom of Information Act）訴訟」という。行政文書開示決定を阻止しようとする訴

訟である。 
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       「ところで、行政事件訴訟法９条にいう当該処分の取消しを求めるにつき

『法律上の利益を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは法

律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者を

いうのであり、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数の者の具体的利

益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する

個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解

される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当

たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのあ

る者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有するものというべきで

ある（最高裁平成元年（行ツ）第130号同４年９月22日第三小法廷判決(56)・

民集46巻６号571頁参照）。 

        この点を本件条例についてみるに、本件条例６条１項(57)は、同項各号

所定の情報が記録されている公文書は非公開とすることができる旨を定め

ているが、その趣旨、文言等に照らし、同項が上告人の主張に係る利益を

 

(56) 最判平成４年９月22日（もんじゅ行政訴訟上告審判決、民集46巻６号1090頁）で、原告であ

る原子炉施設周辺住民（許可処分の第三者）が、国を相手方として内閣総理大臣が行ったもん

じゅの原子炉設置許可処分の無効確認を求めたもの 

   最高裁は次のとおり判示した。 

    行政事件訴訟法９条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条にいう当該処分の

取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しく

は法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、

当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消

させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとす

る趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護された利益に当たり、

当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消

訴訟における原告適格を有するものというべきである（最高裁昭和49年（行ツ）第99号同53

年３月14日第３小法廷判決・民集32巻２号211頁、最高裁昭和52年（行ツ）第56号同57年９

月９日第１小法廷判決・民集36巻９号1679頁、最高裁昭和57年（行ツ）第46号平成元年２月

17日第２小法廷判決・民集43巻２号56頁参照）。そして、当該行政法規が、不特定多数者の

具体的利益をそれが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む

か否かは、当該行政法規の趣旨・目的、当該行政法規が当該処分を通して保護しようとして

いる利益の内容・性質等を考慮して判断すべきである。 

(57) 実施機関は、次の各号の一に該当する情報が記録されている公文書については、当該公文書

を非公開とすることができる（６条柱書）。 

   その他公開することにより、行政の公正かつ円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らか

な情報（１項４号オ） 
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個別的利益として保護する趣旨を含むものと解することはできず、他に、

上告人の主張に係る利益を個別的利益として保護する趣旨を含むことをう

かがわせる規定も見当たらない。そうすると、上告人が本件各処分の取消

しを求める原告適格を有するということはできないから、本件訴えは、結

局、不適法なものに帰するというべきである。」 

      なお、本件原告である国は、文書公開決定との関係で第三者であり、原告適

格についての「法律上保護された利益」説によって否定されたものであろう。 

      ちなみに、一審判決である那覇地判平成７年３月28日（情報公開決定処分取

消請求事件、行政事件裁判例集46巻２・３号346頁）は、本訴は私的利益の救

済ではなく公的利益の救済を求めるものであるなどとして法律上の争訟にはあ

たらないとしていた(58)。 

      そして、原審福岡高等裁判所那覇支部判決平成８年９月24日（行政事件裁判

例集47巻９号808頁）は、次のとおり判示した。 

       「本件条例は、法令により明らかに守秘義務の課されている情報や公開に

よって行政の公正、円滑な執行に著しい支障を生ずることが明らかな情報

等を非公開とすると規定しているが（同条例６条１項）、右規定に反する

公開決定を他の行政主体又はその機関が争う場合に、その審判を裁判所の

権限とする特別の法律の定めはないので、右条例の規定及び関連諸規定に

よって形成される法体系を通して、控訴人が被控訴人の行った
．．．．．．．．．．．．

本件図書の
．．．．．

公開決定の取消しを求める法律上の利益を有するか否かを判断するといっ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

た抗告訴訟における原告適格の存否について検討するまでもなく（裁判所
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

法
．
３
．
条が定める法律上の争訟であるか否かの判断は、行政事件訴訟法
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

９
．
条
．

所定の原告適格の存否の判断に先んじる
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

）、控訴人と被控訴人の間の本件

紛争は法律上の争訟とはいえないから、本件訴えは不適法である。」 

 

(58) 「抗告訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とする主観訴訟であるから、原則として、行政

主体が原告となって抗告訴訟を提起することは認められない。しかしながら、行政主体と言え

ども私人と同視される地位にある場合、あるいは国民と同様の立場に立つものと認められる場

合には、例外的に、抗告訴訟を提起する余地がある。そこで、本件がかかる例外的な場合にあ

たるか否かについて、更に検討する。」……「国の秘密保護の利益を侵害されたことを理由と

する訴えも、主観訴訟の外形的枠組みには一応合致しているものの、救済を求める利益の性質

は私的利益ではなく公的利益と言わざるを得ないから、法律上の争訟には当たらず、抗告訴訟

の枠を超えるものである。」 
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      上記高裁判決は、一審判決と同様に法律上の争訟性を否定した。しかし、法

律上の争訟を否定するのに「右規定に反する公開決定を他の行政主体又はその

機関が争う場合に、その審判を裁判所の権限とする特別の法律の定めはない」

ことを挙げており、従来の流れに沿った上記地裁判決と異質である。 

   (イ) 大分地判平成15年１月26日（日田市競輪車券売り場行政処分無効確認、同取

消請求事件、判例タイムズ1139号83頁、控訴（控訴後取下）） 

      場外車券売場が設置される地元地方公共団体である原告日田市が、被告通商

産業大臣を相手方として、同大臣が訴外Ａに対し行った場外車券売場設置許可

処分について、主位的にその無効確認を、予備的にその取消しを求めたもの 

       「次に、本件許可処分の根拠法規である法が地元自治体である原告の個別

的利益を保護すべきものとする趣旨を含むか否かについて検討する。 

        場外車券売場の設置について、上記のとおり、法４条１項は通商産業大

臣の許可を受けなければならないと定め、同条２項は通商産業大臣は申請

に係る施設の位置、構造及び設備が命令で定める基準に適合する場合に限

り、その許可をすることができると定めている。」（以下の自転車競技法

の改正経過について省略） 

       「以上のような競輪場及び場外車券売場の設置許可に関する法の改正経過

に加え、場外車券売場設置許可制度も競輪場設置許可制度と同様の趣旨・

目的をもって設けられたものと解されることに照らすと、場外車券売場設

置許可制度の目的は、申請に係る施設の位置、構造及び設備が公安上及び

競輪事業の運営上適当であるか否かを審査することにあると解するのが相

当である。 

        そして、前記のような場外車券売場設置許可制度の目的、法には、地元

自治体の個別的利益を直接保護することを目的とする明文の規定が存しな

いばかりか、前記許可制度が地元自治体の個別的利益を保護する趣旨であ

ることをうかがわせるような規定が存しないこと、法は場外車券売場の許

可基準について具体的に規定することなく、これを命令に委任しているこ

とからすると、前記許可制度によって、法が一般的公益と別に地元自治体

の個別的利益を保護する趣旨であると解するのは困難である（括弧内省

略）。したがって、原告が、本件許可処分によって侵害されたと主張する

権能等は地元自治体の個別的利益として法が保護しているということはで



 

－ 51 － 

●
－自治総研通巻529号 2022年11月号－●

 

 

きない。」 

      なお、本件原告である日田市は、場外車券売場設置許可処分との関係で第三

者である。上記地裁判決は日田市の原告適格について「法律上保護された利益」

説によって否定したものであろう。 

   (ウ) 那覇地判平成29年３月７日（公文書開示決定取消請求事件、判例地方自治

425号28頁、D1-Law.com判例体系） 

      原告国が、被告那覇市長を相手方として、同市長が那覇市情報公開条例に基

づき行った文書公開決定の一部の取消しを求めたもの 

       「本件条例７条７号イ(59)は、在日米軍施設・区域の共同使用に係る事務

の適正な遂行によって実現される原告の財産上の利益又は当事者としての

地位を、その個別的利益として保護しているものと解すべきである。」 

     として、文書公開決定との関係で第三者である国について「法律上保護された

利益」説によって原告適格を認め、国の請求を認容した。 

      その控訴審福岡高等裁判所那覇支部判決平成30年４月17日（公文書開示決定

取消請求控訴事件、裁判所ウェブサイト掲載）は次のとおり判示して、那覇市

の控訴を棄却した（なお、最判平成31年１月16日（D1-Law.com判例体系）で

那覇市の上告棄却・不受理）。 

       「本件各文書の公開によって、本件条例７条７号イが保護する被控訴人の

有する本件共同使用部分及びこれに隣接する本件国有地の所有権並びにそ

の余の本件土地や他の米軍施設敷地につき有する所有権や使用権という財

産的利益や本件国有地の使用に関する米国政府との交渉を行う当事者とし

ての地位が侵害されることが認められるとすれば、被控訴人が上記協議や

許可事務を行っていることによって、そのおそれがなくなるわけではなく、

そのことをもって被控訴人が『法律上の利益を有する者』に当たらないと

 

(59) 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に本件条例７条各号に掲げる

情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなけれ

ばならない（７条柱書） 

    県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に

関する情報であって、公にすることにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、

独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者として

の地位を不当に害するおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの（７条７号イ） 
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はいえない。よって、上記控訴人の主張には理由がない。」 

 

    これら(ア)(イ)(ウ)の判決は裁決
．．

取消の事案ではなく処分
．．

取消の事案であり、原

告たる行政主体は、当該処分との関係で第三者である。原告たる行政主体は、当該

処分によって法的な不利益を受けるとして、「法律上保護された利益」説によって

「法律上の利益を有する者」にあたるとして処分の取消しを求めたのである（(ア)

の最高裁判決が国の提訴について「法律上の争訟」にあたるとしたのは、注目され

る。）。 

 

  イ 第三者にかかる「法律上保護された利益」の拡大 

    最高裁は、行訴法９条の「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利

益を有する者」とは「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を

侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」（昭和53年最高裁判決（ジュー

ス事件）など）あるいは、「処分の法的効果として自己の権利利益を侵害され又は

必然的に侵害されるおそれのある者」としている（昭和60年最高裁判決（伊達火力

発電所事件））。そして、「法律上保護された利益」は「当該行政処分の根拠と

なった法規」によって保護されている必要があるとする。 

    そして、2004（平成16）年の行政事件訴訟法改正で９条２項が新設された。それ

以前の段階で、「当該行政処分の根拠となった法規」による保護について、法規を

「当該行政処分の根拠となった法規」に限らず、一定範囲の関連法規まで拡大する

傾向があった。そして「当該行政処分の根拠となった法規」の明文だけではなく法

規の合理的解釈、「当該行政処分の根拠となった法規」と目的を共通する関連法規、

「当該行政処分の根拠となった法規」の下位法令についても検討して、当該行政処

分の根拠となった法規による保護がなされているかを検討することとなっていた。 

    新設された行政事件訴訟法９条２項は、「処分又は裁決の相手方以外の者」につ

いて法律上の利益の有無を判断する場合の解釈基準である。この基準がいう「処分

又は裁決の相手方」には、三面関係にある裁決の当事者も含まれよう。行政事件訴

訟法９条２項が新設された以降には、次の２つの最高裁判決が出ている。但し、原

告は処分の相手方以外（第三者）であるが、行政主体ではない。 

   (ア) 最大判平成17年12月７日小田急線連続立体交差（高架化）事業認可取消訴訟

上告審（大法廷）判決、民集59巻10号2645頁など（以下、平成17年最高裁判決



 

－ 53 － 

●
－自治総研通巻529号 2022年11月号－●

 

 

（小田急線立体交差事件）という） 

      原告は、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民である。 

   (イ) 最判平成21年10月15日場外車券発売施設設置許可処分取消請求（サテライト

大阪）事件、民集63巻８号1711頁など（以下、平成21年最高裁判決（サテライ

ト大阪事件）という） 

      原告は、場外車券発売施設の周辺に居住する者等である。 

      この２つの最高裁判決の原告適格に関する一般論は次のとおりで、同一で

あった。 

       「行政事件訴訟法９条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条

１項にいう当該処分の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』

とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害さ

れ、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分を

定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸

収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこ

れを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利

益もここにいう法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵

害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟に

おける原告適格を有するものというべきである。 

        そして、処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の

有無を判断するに当たっては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言の

みによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮

されるべき利益の内容及び性質を考慮し、この場合において、当該法令の

趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係

法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し、当該利益の内容及び性質

を考慮するに当たっては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされ

た場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態

様及び程度をも勘案すべきものである（同条２項参照）。」 

    そして、行訴法９条２項に沿った解釈をして(ア)平成17年最高裁判決（小田急線

立体交差事件）では、原審が事業地内の不動産につき権利（所有権など）を有する

上告人には原告適格を認め、権利を有しない者については原告適格を認めなかった

のに対し、権利を有しない者について「上記の上告人らについては、本件鉄道事業
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が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を

直接的に受けるおそれのある者に当たると認められるから、本件鉄道事業認可の取

消しを求める原告適格を有するものと解するのが相当である。」などとした。 

    一方、(イ)平成21年最高裁判決（サテライト大阪事件）では、原審が、「被上告

人（原告）らは、いずれも本件許可の取消しを求める原告適格を有するものと解さ

れる。」としたのに対し、原告のうちＸ２ら３名（文教施設及び医療施設開設者）

については原告適格を有するか否か等について更に審理を尽くさせるため第１審に

差し戻し、その余の原告については原告適格を否定した。 

 

  ウ 「法律上保護された利益」の拡大と第三者たる行政主体の原告適格への影響 

    第三者たる行政主体の原告適格が問題となった裁判例でも、上記判例の論理が採

用されている。すなわち、判例は、原告が当該処分との関係で第三者である住民な

ど私人である場合と行政主体である場合とを区別していない。平成16年の行訴法改

正前の前掲第４、４、(３)の(ア)の最判平成13年７月13日（情報公開決定処分取消

請求上告事件、訟務月報48巻８号2014頁）、そして平成16年の行訴法改正後の(ウ)

の那覇地判平成29年３月７日（公文書開示決定取消請求事件、判例地方自治425号

28頁）がその例である。 

    しかし、行政「処分」の根拠となった法規などが、住民の生命・健康・財産等の

保護にかかわる規定を設置して住民の利益を保護することはあろう。しかし、情報

公開条例の事案（逆ＦＯＩＡ（Reverse Freedom of Information Act）訴訟）を除けば、

国や地方公共団体などの行政主体の個別的権利利益を保護する規定を設けることは

原則として想定できない。そのような規定の存在は知られていない。 

    そうすると、第三者である地方公共団体などの行政主体には、行政主体としての

自己の「権利」を除けば、「法律上保護された利益」すなわち処分の根拠法令に

よって保護された「個別的具体的な利益」は認められず、行政主体が他の行政機関

（国など）の「処分」に対し第三者として抗告訴訟を提起することは原則的に出来

ないこととなろう。すなわち、第三者たる地方公共団体は処分によって自己の「権利」

を侵害される場合でなければ、抗告訴訟の原告適格は認められないこととなろ
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う(60)(61)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補記】 

 本稿（上）第１、１「辺野古関連訴訟の件数等」（本誌48巻2022年10月号22頁）で県知事が2022

年８月24日に国土交通大臣を相手に関与（是正指示）取消訴訟を提起したことを指摘し、「これに

ついては、是正指示は裁定的関与ではないうえ、……」とした。しかし、関与から除外される裁定

的「関与」は、裁決だけではなく「審査請求その他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為」

（地自法245条３号括弧書き）であり、是正指示も「その他の行為」として裁定的「関与」に該当

して関与から除外される可能性が少なくない。 

 そこで、「これについては、是正指示は裁定的関与ではないうえ」から「埋立の是非が初めて判

断されるはずである。」までを削除する。  

 

(60) 函館市は東京地裁に「経済産業大臣が、電源開発株式会社（以下、電源開発）に対してなし

た大間原発原子炉設置の許可処分は無効であることを確認する。」ことなどを求める抗告訴訟

を提起している（現在東京地裁に係属中）。函館市は許可処分の第三者であり、原発事故に

よって自己の財産（市立小中学校、市立病院など）に対する侵害が予想されるなどと主張して

いる。https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/ 

(61) 国が、原処分庁の処分に対する審査請求に対して裁決などを行った場合は国による関与とさ

れず、地方公共団体は地自法が定める関与取消訴訟（地方自治法第251条の５）も提起できな

いこととなる。 
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別紙 裁決書（抜粋） 

 裁決書は102頁に及ぶ大部なもので、その内容は次のとおりである。 

  主文（裁決書１頁） 

  事案の概要（同１頁） 

  １ 承認の内容等 

  ２ 本件承認の取消しなどの経緯 

  ３ 撤回等の経緯（本件撤回の理由は別紙１のとおり） 

  ４ 本件撤回に対する行政不服審査手続 

  審理関係人の主張の要旨  別紙２のとおり（同４頁） 

  理由（同４頁） 

  １ 審査請求の適法性について（同４頁） 

  ２ 本件撤回の理由について（同８頁） 

   (１) １号要件（「国土利用上適正且合理的ナルコト」）の非充足との指摘につい

て 

   (２) 留意事項１の不履行との指摘について 

   (３) 「災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」（埋立法第４条第１項第

２号）の要件の非充足との指摘について 

   (４) 「環境保全ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト」（埋立法第４条第１項第

２号）の要件非充足との指摘について 

   (５) 本件撤回の理由についての全体のまとめ 

  ３ 結論（同41頁） 

 

 なお、以下に掲載する別紙は、理由２(４)の部分（裁決書19～40頁）及び別紙１・２を

除いた抜粋である。
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（おがわ ただし 弁護士・自治労法律相談所） 
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